


 

 



高等教育機関の専門的な知識や技能を活かす教育プログラム             

について 

 

○高等教育機関の専門的な知識や技能を活かす教育プログラム「まな便」とは 

高等教育機関の専門的な知識や技能を活かす教育プログラム「まな便」は、県内

の高等教育機関の学生団体やサークル、グループ等（以下、「学生団体等」と表記）

が高等教育機関での学びや経験等を活かし、小・中・高校生等や公民館事業等を対

象に教育活動の支援を行うためのプログラムです。学校や公民館等の教育機関等

（以下、「利用者」と表記）からお申込みいただき、条件が整えば、「学生団体等」

が教育活動をおこないます。 

 

○対象となる教育活動 

小学校・中学校・高等学校等の児童・生徒への教育活動（授業や課外活動、土曜

授業、放課後や休日等の体験活動等）や公民館等の教育機関の教育活動等を対象と

します。 

上記以外でも内容、テーマ等によっては対象とする場合がありますので、三重県

教育委員会事務局「社会教育・文化財保護課」へお問い合せください。 

 

○ご理解いただきたいこと 

「まな便」による活動は、「利用者」側の学びはもちろんですが、それと同時に学

生たちにとっても、人と接する実体験を通じ、経験や気づき等を得ることができる

教育の場であると考えています。うまくいかない場面があっても、それが次につな

がるような対応をお願いします。また、安価な労働力としてのお申し込みはご遠慮

ください。 

 

○お申し込みにあたって 

・参加者の募集や会場手配、申し込み・問い合わせ先、活動の運営は、原則とし

て「利用者」の方で行っていただきます。 

・開催期日や時間帯、費用負担（謝金、交通費、教材費等）については、「学生団

体等」と相談のうえ決定していただきます。（交通費、材料費は原則ご負担いた

だきたいと思います。） 

・学生主体の活動であるため、授業や学校行事等によりご希望に添えない場合も

あります。 

・お申し込みご依頼後、２週間を過ぎても、「社会教育・文化財保護課」からの連

絡がない場合は、お手数ですが、電話にてご確認をお願いします。 

 

 



○お申し込みから実施までの流れ 

・「まな便」から、ご希望の内容を選び、申込書に必要事項をご記入のうえお申し

込みください。（お申し込みの前にお問い合わせいただくことも可能です） 

・お申し込みについて、「社会教育・文化財保護課」（県教委）が「学生団体等」

に条件等を照会し、実施の可否について「利用者」に回答します。 

・実施可能な場合は、「学生団体等」の連絡先をお知らせしますので、日程の調整、

費用等の詳細について、「学生団体等」と直接打ち合わせをしてください。 

・プログラム実施後、アンケートにご協力ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 利用者   ⇒ 県教委    「申込み」 

② 県教委     ⇒ 学生団体等  「実施可否の照会」 

③ 学生団体等 ⇒ 県教委      「実施可否の回答」 

④ 県教委   ⇒ 利用者    「実施決定」または「実施不可」の通知 

⑤ 利用者   ⇔ 学生団体等  「詳細等打合せ」（実施可能な場合） 

 

○お申し込みについて 

所定の申込用紙により「社会教育・文化財保護課」まで、ＦＡＸ、E-mail、郵送

のいずれかでお申し込みください。 

申込用紙は、本冊最終ページのものをコピーするか、県教育委員会ホームページ

からエクセルファイルをダウンロードしてください。 

なお、トラブル防止のため、送付後は電話にてご連絡ください。 

 

○お問い合わせ・お申し込み先 

三重県教育委員会事務局 社会教育・文化財保護課 

〒５１４－８５７０ 津市広明町１３番地 

ＴＥＬ ： ０５９－２２４－３３２２   

ＦＡＸ ： ０５９－２２４－３０２３ 

E-mail ： shabun@pref.mie.lg.jp 

 

○「まな便」ホームページ 

http://www.pref.mie.lg.jp/SHABUN/HP/p0014100001.htm 

または、「まな便」で検索。               
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「まな便」の見方 

分 類 

 次のように分類しています。 

Ａ 言語・読書 

Ｂ 理数 

Ｃ 外国語・国際理解 

Ｄ 伝統や文化、社会 

Ｅ 音楽・スポーツ 

Ｆ 工作・ものづくり 

Ｇ 体験活動 

Ｈ 子どもの学習や生活等全般 

Ｉ 食育、健康 

Ｊ 子育て支援 

Ｋ ＩＣＴ、メディアリテラシー 

Ｌ 高齢者教育・福祉 

Ｍ 地域の安全・安心 

Ｎ まちづくり・地域イベント 

Ｏ その他 

エリア 

  「○」は実施可能なエリア、「△」は条件付きで実施可能なエリアです。 

  北 勢 … 四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、木曽岬町、東員町、 

菰野町、朝日町、川越町 

  中 勢 … 津市、松阪市、多気町、明和町、大台町 

  南 勢 … 伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町 

  伊 賀 … 名張市、伊賀市 

  東紀州 … 尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町 

  全 県 … 県内全域 

対 象 

  「○」は実施可能な対象者、「△」は条件付きで実施可能な対象者です。 

可能日 

  「○」は実施可能な日、「△」は条件付きで実施可能な日です。ただし、「○」で

あっても試験や実習、帰省等により不可な場合もあります。 

講師料・交通費 

  講師料や交通費が必要な場合は「要」、不要の場合は「不要」、高等教育機関から

開催地までの距離や時期等の条件により有償、無償が変わる場合は「応相談」とし

ています。条件については、当課までお尋ねください。 

備 考 

  主な条件や依頼等が記載されています。記載以外にも条件等がある場合がありま

す。 

年度途中でも、プログラムの追加や、記載内容の変更、削除等

がある場合があります。 

最新版は県教育委員会ホームページに掲載していますので、ご

検討、お申し込みの際は最新版をご確認ください。 



 

 






















